[bookmark: _Hlk227352653]豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣事業要綱令和８年４月１日から使用

                                                          　
（目的）
第１条　この要綱は、「豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣事業」（以下「派遣事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
（事業趣旨）
第２条　この事業は、市内事業所に対し、働き方改革に関する専門的な知識及び実務経験を有するアドバイザー又は講師（以下「アドバイザー等」という。）を派遣し、事業所における働き方改革の推進、職場環境の改善及び生産性の向上を図ることにより、従業員の仕事と生活の調和の実現並びに事業所の持続的な発展に寄与することを目的とする。
（事業内容）
[bookmark: _Hlk227229875]第３条　専門家の派遣を希望する事業者へ社会保険労務士等を派遣し、以下の働き方改革の取組に必要な情報の提供、助言及び研修会等を実施する。
（１）働きやすい職場づくり推進事業所「公表情報」の作成支援
（２）はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰「応募書」作成支援
（３）労働関係法令への対応、雇用環境整備（就業規則・規定、制度等の策定、運用）
（４）働き方の見直し（長時間労働是正、有給休暇取得促進、テレワーク、雇用形態 等）
（５）仕事と生活の両立（育児、介護、病気治療 等）
（６）ハラスメント防止
（７）多様な人材の活躍、育成（女性、障がい者、シニア、LGBTQ、外国人 等）
（８）健康経営®（健康維持・増進、メンタルヘルス、女性の健康課題への対応 等）
（９）職場風土の醸成、コミュニケーション、従業員満足度やエンゲージメントの向上
（１０）各種助成金の活用
（１１）その他、ワーク・ライフ・バランスの推進に関する取組
（派遣の対象）
第４条　アドバイザー等の派遣を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
（１）豊田市内に所在する事業所であること。ただし、企業の場合は、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に限る。
（２）雇用関係を有する団体であること。なお、組織形態は問わないが、団体のうち企業に該当するものは、前号のとおり中小企業者に限る。
（３）前各号に該当しない場合であっても、市長が適当と認める団体等であること。
（アドバイザー等の要件）
第５条　アドバイザー等は次のいずれかの要件を満たし、かつ本制度の趣旨に賛同する者とする。
（１）社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の各種資格を保有し、第２条各号に掲げる事業に対して的確な助言及び提案を行うために必要な豊富な経験及び知識を有する者。
（２）登録に際し、市が開催するアドバイザー制度説明会への参加、または市職員から本事業に関して個別説明を受ける者。
（３）市が指定する登録に係る書類を提出する者。
（アドバイザーの登録及び取消し）
第６条　アドバイザー等の登録及び取消しは、次の各号に掲げる方法により行う。
（１）市は、前条の要件を満たした者について、「豊田市働き方改革アドバイザー」として、市ＨＰで公表を行う。
（２）アドバイザー本人から登録取消しの申し出があった場合、あるいはアドバイザーとしての適性を著しく欠く事態が生じた場合、市はその登録を取り消すことができる。
（３）市が年に１回程度行う本事業への継続参加意向の確認において意向が確認されない場合や相当期間において活動実績がない場合、市はその登録を取り消すことができる。
（派遣種別及び派遣内容）
第７条　本制度における派遣種別は、別表第１に掲げるとおりとする。
２　同一事業所への派遣時間の上限や報告書様式その他必要な事項は、別表第２に定めるところによる。
（派遣方法）
第８条　派遣は、原則として派遣先の事業所において実施する。ただし、オンライン
による実施を妨げない。
（派遣の申請および決定）
第９条 アドバイザー等の派遣を希望する事業所（以下「申請事業所」という。）は、原則として派遣希望日の２週間前までに、豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣事業申請書（様式第1号）による申請書を市長に提出しなければならない。
２　市は、前項の申請内容を勘案した上でアドバイザー又は講師の選定を行い、申請に対し予算の範囲内で派遣の可否を決定し、その結果を申請事業所およびアドバイザー等の双方に通知する。
３　なお、アドバイザー自ら派遣先事業所を開拓した場合は、当人を派遣するが、申請
事業所からの依頼内容によっては、開拓したアドバイザーと市で協議・調整の上、各
アドバイザーの資格や強みを勘案し、アドバイザー等の選定は市の決定によるものと
する。
（派遣要件）
第１０条　1回あたりの派遣時間は、原則４時間以内とする（移動時間は含まない）。
２　派遣する時間は、曜日を問わず原則として午前８時から午後９時までの間とする。
３　申請する事業は、年度内に実施のものとする。
４　アドバイザー等の業務の範囲は、事業所全体に関する課題に対し、事業所におけ
る経営者、管理職、人事総務担当者等に対して行う支援に限定し、事業所における
個別の従業員への対応や、個別の課題への支援は、市のアドバイザー派遣の業務の
対象外とする。
５　派遣先の事業所から前項の依頼があった場合、市は、アドバイザー等が前項の定めを事業所へ説明した上で、市の負担によらない受託業務として対応することを妨げない。

（報告）
第１１条　派遣制度を利用した事業所等は、派遣終了後、２週間以内に別表第1に定める報告書様式により、市長に報告書を提出しなければならない。
２　派遣活動を実施したアドバイザー等は、派遣終了後、２週間以内に別表第1に定める報告書様式により、市長に報告書を提出しなければならない。
３　事業所等において計画の変更が生じた場合は、アドバイザー等または事業所が速やかに市に連絡し対応を協議することとする。
（費用負担）
第１２条　アドバイザー等への謝礼は、市の負担とし、市からアドバイザー等へ直接支払うこととする。
[bookmark: _Hlk228551227]２　なお、謝礼単価は市が別に定めるものとする。
（守秘義務）
第１３条　アドバイザー等は、派遣により知り得た申請者の業務上の秘密を漏らして
はならない。
（派遣の取消し等）
第１４条　市長は、申請内容に虚偽があると認められる場合その他不適当と認める場
合は、派遣の決定を取り消すことができる。
（雑則）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


別表第１
	派遣種別
	派遣内容

	アドバイザー派遣
	派遣対象となる働き方改革の取組について、事業所からの依頼に応じ、個々の事業所の状況に応じた、具体的かつ専門的な助言を行うため有識者を派遣する。

	講師派遣
	派遣対象となる働き方改革の取組に関する研修会等へ講師を派遣

	公表情報の
作成支援
	働きやすい職場づくり推進事業所「公表情報」の作成支援

	事業所表彰の
応募書作成支援
	はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰「応募書」作成支援




別表第２
	派遣種別
	派遣時間・上限
	報告書様式

	
	
	事業所等
	アドバイザー等

	アドバイザー
派遣
	

通算計８時間

	
様式第２号
	
様式第３号

	講師派遣
	
	
	

	公表情報の
作成支援
	
通算計６時間
(公表情報作成支援の派遣は１回のみ)
	
様式第４号
	
様式第５号

	事業所表彰の
応募書作成支援
	
	
	





（様式第１号）
豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣　申請書
 申請日：令和　　年　　月　　日
下記のとおり申請します。
	基本情報

	事業所名
	
	代表者
	【氏名】

	
	
	
	【肩書】

	住　　所
	豊田市
	申請担当者
	【氏名】

	
	
	
	【部署・役職】

	電話番号
	
	メールアドレス
	

	派遣種別
	☐ アドバイザー派遣

	
	☐ 研修会等の講師派遣
　 研修受講対象者の属性：☐全階層　☐階層別（　　　　）／　参加人数：（　　　　）人

	
	☐ 働きやすい職場づくり推進事業所「公表情報」の作成支援

	
	☐ はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰「応募書」作成支援


	派遣依頼日時
※時間枠は午前（9時～12時）・午後（13時～17時）のいずれかとし、１回あたりの派遣時間は最大４時間とします。
※派遣依頼日時と相談希望時間・相談内容を鑑み、事務局にてアドバイザーを決定します。

	第1希望　
	令和　 年 　月　  日（　 ）午前・午後　／　相談希望時間：　　時間

	第2希望
	令和　 年 　月　  日（　 ）午前・午後　／　相談希望時間：　　時間

	希望順位
（１～３）
	相談内容・講義テーマ
※１回の派遣で対応できるテーマは最大3つです。内容によって１回の派遣で対応できない場合があります。

	
	1 労働関係法令への対応、雇用環境整備（就業規則・規定、制度等の策定、運用）

	
	2 働き方の見直し（長時間労働是正、有給休暇取得促進、テレワーク、雇用形態 等）

	
	3 仕事と生活の両立（育児、介護、病気治療 等）

	
	4 ハラスメント防止

	
	5 多様な人材の活躍、育成（女性、障がい者、シニア、LGBTQ、外国人 等）

	
	6 健康経営®（健康維持・増進、メンタルヘルス、女性の健康課題への対応 等）

	
	7 職場風土の醸成、コミュニケーション、従業員満足度やエンゲージメントの向上

	
	8 各種助成金・補助金の活用

	
	9  その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	アドバイザー・講師の希望について（いずれかに☑）

	☐ 特になし（事務局に一任）
	☐ 希望のアドバイザー・講師がいる
（講師名：　　　　　　　　　　　　　　　）
※希望に添えない場合があります




（様式第２号）

豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣　実施報告書

報告日：令和　　年　　月　　日

下記のとおり報告します。
（事業所記入欄）
	事業所名
	
	報告者氏名
	

	アドバイザー・
講師氏名
	
	派遣種別
	☐ アドバイザー派遣　
☐ 講師派遣

	実施日時
	令和　　年　　月　　日（　　）　　　：　　～　　：
※当日アドバイザー（または講師）と確認の上、実際の派遣時間を
記入してください。

	派遣の内容に
ついて
（①・②いずれか記入）
	1 アドバイザー派遣の報告

	
	【満足度】
	☐満足　☐やや満足　☐やや不満　☐不満

	
	【効果】
	




	
	2 講師派遣の報告

	
	【満足度】
	☐満足　☐やや満足　☐やや不満　☐不満

	
	【実績】
	参加人数：　　　　　　　
　　　　　　　人
	参加者の属性：

	
	【効果】
	




	今後の予定

	→ ☐ 今回で終了
　☐ 継続予定　【　　月　　日（　　）　：　　～　　：　　　】
☐ 未定　　　

	【ご感想・ご要望など】

	



（様式第３号）

豊田市働き方改革アドバイザー・講師派遣　活動報告書

報告日：令和　　年　　月　　日

下記のとおり報告します。
アドバイザー氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	派遣先
	
	担当者氏名
（部署・役職）
	

	派遣日時
派遣種別
	令和　　年　　月　　 日（ 　）　　　　：　　 ～ 　　：　　　　　
※当日事業所担当者と確認の上、実際の派遣時間を記入してください。

	派遣種別
	☐ アドバイザー派遣　　　　　☐ 講師派遣

	派遣先の要望
	

	助言、提案
情報提供

又は

セミナー・研修講演内容
	

	事業所の反応
今後の見通し
所感など
	

	次回派遣予定
申し送りなど
	





（様式第４号）
	豊田市働き方改革アドバイザー
「公表情報」・「事業所表彰応募書」作成支援　実施報告書


報告日：令和　　年　　月　　日

下記のとおり報告します。

	事業所名
	
	対応者
部署・役職
	　　

	派遣種別
	☐ 働きやすい職場づくり推進事業所「公表情報」作成支援
☐ はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰「応募書」作成支援（　　回目）

	実施日時
	令和  年　　月　　日（ 　）　　　：　　～ 　　：　　　　
※当日アドバイザーと確認の上、実際の派遣時間を記入してください。

	アドバイザーによるフォローの内容

	



	アドバイスや情報提供、事例紹介等の内容、量、有用性について

	 ☐ 満足　　　☐ やや満足　　　☐ やや不満　　　☐ 不満 
　（理由）


	今後の予定（はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 応募書作成支援の場合のみ）

	→ ☐ 今回で終了
　☐ 継続予定　【　　月　　日（　　）　：　　～　　：　　　】
☐ 未定　　　

	【ご感想・ご要望など】

	





（様式第５号）

豊田市働き方改革アドバイザー
「公表情報」・「事業所表彰応募書」作成支援　活動報告書

報告日：令和　　年　　月　　日

下記のとおり報告します。
アドバイザー氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	派遣先
	
	担当者氏名
部署・役職
	　　　

	派遣種別
	☐ 働きやすい職場づくり推進事業所「公表情報」作成支援
☐ はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰「応募書」作成支援（　　回目）

	派遣日時
	　令和　　年　　月　　 日（ 　）　　　　：　　 ～ 　　：　　　　　
※当日事業所担当者と確認の上、実際の派遣時間を記入してください。

	派遣先の要望
	

	フォローの
内容
	

	事業所の反応
今後の見通し
所感など
	

	次回派遣予定
申し送りなど
	




